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日本の現行刑法における処罰の可能性



アダルトビデオへの出演強要

日本の現行刑法でも処罰の可能性はある。

〔契約自体が無効になる場合〕

（契約の内容が公序良俗に反する等：民事
法）
契約するように脅す：脅迫罪
脅して契約させる：強要罪
※さらに現場で性犯罪も起こりうる。

参考（刑法）

 第222条 脅迫罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以
下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、
前項と同様とする。

 第223条 強要罪

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を
用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処
する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務
のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。



アダルトビデオへの出演強要

日本の現行刑法でも処罰の可能性はある。

〔契約自体は有効な場合〕
現場で意に反する行為をさせられる：強要罪

現場で被害者の意に反して、性犯罪に該当する行為がある：強姦罪、強制わい
せつ罪

強姦罪における暴行・脅迫：被害者の抵抗を著しく困難にする程度。

脅迫と姦淫の間の期間が長いケースもある（高松高判昭和47・9・29）

強制わいせつ罪における暴行・脅迫はそこまでの強度を求められない
（「相手方の意思に反するものであれば力の大小・強弱は問わない」大判
大正13・10・22）。

強制わいせつ罪の行為者に性的意図を不要とする説もある（東京地判昭和
62・9・16の解釈）。

参考（刑法）

第176条 強制わいせつ罪

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行
為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男
女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第177条 強姦罪

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦
の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫
した者も、同様とする。



被害者をだまして承諾を得た場合に「抗拒不能」と判断した
例もある（東京高判昭和56・1・27 モデル志望の女性を全
裸にして写真撮影を行った事例）。

「「抗拒不能」とは心神喪失以外の意味において社会一般の常識に照らし、当該具体的事情の下で身
体的または心理的に反抗の不能または著しく困難と認められる状態をいい、暴行及び脅迫による場合
を除きその発生原因を問わないところ、さきに抗拒不能に関する事実誤認の所論について判断したと
おり、その際認定した諸事実すなわち被告人は相当額の入会金を支払つて所属契約を結びモデルとし
て売り出してもらうことを志望していた被害者らについて、その希望を実現させることのできる当該
プロダクシヨンの実質的経営者の地位にあつたという被告人と被害者らとの地位関係、被害者らの若
い年齢や社会経験の程度、被告人の言うことを信じそれに応じなければモデルとして売り出してもら
えないと考えた被害者らの誤信状況などを総合すれば，社会一般の常識に照らし、被告人の全裸にな
つて写真撮影されることもモデルになるため必要である旨の発言等は被害者らをそのように誤信させ、
少くとも心理的に反抗を著しく困難な状態、換言すれば前示抗拒不能に陥らせるに十分であり、その
結果被害者らはその状態に陥つて全裸になつたものであり、また被害者らが全裸になつて被告人と二
人きりで密室内にいる状態が抗拒不能の状態と解すべきことも重ねていうまでもない…」

参考（刑法）

 第178条 準強制わいせつ及び準強姦罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさ
せて、姦淫した者は、前条の例による。

 第178条の2 集団強姦等

2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上
の有期懲役に処する。

 第179条 未遂罪

第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。



参考（刑法）

第180条 親告罪

第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の
未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することが
できない。

2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共
同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又
はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

アダルトビデオへの出演強要

日本の現行刑法でも処罰の可能性はある。

スカウト、会社役員

犯罪内容についてあらかじめ相談をしている。
自分にも利益がある。現場で犯罪行為を行う者
に指示をしている。犯罪をやりやすくしている。
などの条件を満たせば、
（共謀）共同正犯、教唆犯、幇助犯等の可能性。



参考（刑法）

第60条 共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第61条 教唆

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第62条 幇助

正犯を幇助した者は、従犯とする。

2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

刑法における処罰の困難さ

基本的に密室で行われる。

加害者は複数で大人、被害者は1人で若い場合
が多い。

被害者は間違った知識を植え付けられている
可能性が高い（契約があるので、訴えても犯
罪にはならない等）。

立証の困難さ。親告罪であること。しかし…



スウェーデン刑法

ストックホルム地方検察庁ペーテル・クラエソン検事正
からの情報提供を含みます。

刑法第6章第1条第1項 レイプ罪

傷害、その他暴行、若しくは犯罪行為の脅迫に
よって人に性交を強要し、又は侵害の種類及びその
他の事情を考慮すると性交と同等と認められるそ
の他の性的行為を実行、若しくは許容させた者は
「レイプ」の罪として，2年以上 6年以下の拘禁に
処せられる。
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レイプ罪の範囲にあたる行為の例

ある程度の時間の継続が必要

姦淫

指を挿入陰茎の挿入

アナル、
オーラル

物を挿入
etc.

直接接触なし
ex.自慰行為を
させる etc.

（身体の開いた部分）

第6章第1条第2項

他者が意識がない、睡眠中である、深刻な恐怖を
かかえている、酩酊状態もしくはその他の薬物の影
響をうけている、病気である、身体的にに損傷を
負っている、精神的障害である、もしくはその他の
状況に鑑み、特別に危険な状況にあることを、不当
に利用し、性交もしくは第1項に規定されている性
交と同等にみなされる性的行為を行った者について
も第1項が適用される。



第6章第2条第1項

第1条第1項に規定されたのとは異なる状況で、
不法な強制を手段として人に性的行為を実行もし
くは許容させた者は、「性的強要」の罪として2
年以下の拘禁に処せられる。

第6章第3条

人が行為者に依存状況にあることを重大に濫用
して、その者に性的行為を実行もしくは許容させ
る者は「依存状況にある者の性的利用」の罪とし
て，2年以下の拘禁に処せられる。



参考：2016年の改正案

「強姦（レイプ）」という⾔葉をやめ、「性的侵害」
とする。
相⼿の⼥性/男性が、性的⾏為を⾃⾝の意思でしたと
いうことについて被告⼈側の説明が求められる。≠⽴
証責任の転換
過失犯の導⼊。
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ポイントとなる制度
被害者補佐人（弁護被害者国選弁護人）の存在

被害者補佐人法（1988年法律第609号）

※捜査の最初の段階から

 1988年 性犯罪のみ なかでも深刻な性犯罪のみ

・・・（数度の改正を経て）

2001年 「法定刑に拘禁刑のある犯罪」

（被害者弁護人法第1条第3項改正）

※被疑者国選弁護人も捜査の最初から

※被疑者・被害者いずれも取調に同席可、いずれも完全可視化



性犯罪の立証における基本的な考え方

性犯罪は重大な人格権の侵害である。

ゆえに全ての人の個人的及び性的な人格権と、
性的自己決定権は守られ、明らかにされなけ
ればならない。

ノルウェー刑法



ポルノグラフィーの内容に関する制限
刑法第26章第317条

攻撃的な性的描写、あるいは人間の堕落に影響
を与えるような性的描写（死体、動物、暴力、
強制を含むような性的描写）を

公開、販売、頒布、複写、18歳未満の者への譲
渡、所持等をした場合、

3年以下の拘禁刑。

小括

性犯罪の範囲の拡張が処罰に資すると思われるが、日本の現
行刑法でも、処罰の可能性はある。しかし、立証が困難な
ケースも多いと思われる。←最終的に起訴を断念せざるをえ
ないとしても、門前払いされるのと、捜査を尽くすのでは被
害者に与えるインパクトは全く違うというスウェーデンから
の示唆。性犯罪規定は何を守るのか。

日本でも被害者参加の際の弁護人、犯罪被害者法律援助制度
等の日弁連による支援等が行われているが、より広い被害者
国選弁護人制度が必要ではないか。→捜査にも資する。



刑事法の限界

被害が発生してからでなければ動けない（一般予
防効果はある）。

予防・早期相談が最善：啓発活動、教育の重要性。
社会、教員、保護者、児童へ。
→親や教員の「だまされるほうが悪い」と
いう発言の影響。

「寝た子を起こすな」
→子どもは寝てなどいない。

ありがとうございました。


